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１．関連する法分野

農林水産分野でこれまで以

上に幅広く知的財産が活用さ

れ始めています。農林水産分

野に関連する知的財産法は、

特許法、商標法、意匠法、著

作権法、実用新案法、不正競

争防止法等に加えて、種苗法、

地理的表示法、家畜遺伝資源

に係る不正競争の防止に関す

る法律等があります。

２．幅広い選択肢

１つの農林水産物について、

知的財産権を取得して、保護、

活用したいと考えた場合、特

許権を取得するか育成者権を

取得するか、またはノウハウ、

営業秘密として管理するか、

ブランド産品として展開する

商標権を取得するか、地理的

表示の申請を行うか等幅広い

選択肢があります。

また、農林水産物そのもの

を保護するだけではなく、鮮

度や糖度等農林水産物の特徴

としてアピールしたい性質を

正しく評価するために測定す

る機器等を特許出願したり、

あるいは評価方法について J I S

や I S O等で標準化を目指す選

択肢もあります。

さらに、スマート農業とし

て I o T、 I C Tやロボット、A Iな

どを活用した次世代型の農業

が進み、センサー、カメラ、

画像分析システム、ドローン、

自動収穫ロボット、運搬ロ

ボット等技術が急速に発達し、

他業界の大企業が取得した知

的財産権を侵害していないか

等の注意も必要になってきて

います。

３．農林水産分野でどの

ように知財を活用するべ

きか

このように幅広い選択肢が

ある中で

①農林水産物そのものを保

護・活用していきたいのか、

あるいは技術やブランドを保

護・活用していきたいのか

②どのような流通を計画し

ていくのか、だれとどのよう

な契約を締結するのか

③サービス提供や流通段階

を想定し、どのように利益を

誰からどのような形であげて

いくのか

④どのような権利侵害、不

正流出が予想されるか、それ

に対してどのように権利行使

していくか等を見据えながら、

各制度のメリットとデメリッ

トを活かした戦略が求められ

ます。当事務所では、特許、

意匠、商標、著作権、不正競

争防止法、地理的表示保護等、

幅広い専門性を有するメン

バーがチームとなってサポー

トサービスを提供しておりま

す。
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